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第１　はじめに
　昨今、権利者に無断で複製された漫画や雑誌等の
著作物へのリンクをネット上でひとまとめにした
リーチサイトが社会問題化している。平成29年10月
には、国内最大級のリーチサイト「はるか夢の址」
の運営関係者が著作権法違反で逮捕され、平成31年
１月17日には実刑判決が下された。また、人気漫画
をインターネット上に無断で掲載していた海賊版サ

イト「漫画村」の元運営者が令和元年９月24日に身
柄を拘束されたフィリピンから日本に強制送還され、
著作権法違反の疑いで逮捕されたのも記憶に新しい
出来事である。このような事態を受けて著作権法の
改正ではリーチサイト規制が議論され、リーチサイ
ト規制の条項案についても作成されている。
　今回は、著作権法改正前の規制のない現状でどの
ように法的対応をすべきなのか、また、どのような
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法改正が必要なのかを検討していく。

第２　リーチサイトとは
　リーチサイトとは、インターネット上にある違法
コンテンツに利用者を誘導するためのＵＲＬやリン
クを集めて掲載するサイトのことである。もっとも、
このリーチサイト自体には著作権者の許可なくアッ
プロードされたマンガ、書籍、音楽、アニメ、映画
等の違法コンテンツが掲載されているわけではない。
しかし、利用者は簡便に違法コンテンツが掲載され
ているサイトにアクセスできるようになるため、著
作権侵害を助長していることから大きな問題になっ
ている。
　なお、リーチサイトではなく元になっている海賊
版サイトを規制することが抜本的な解決ではあるが、
サーバの設置場所が海外にあると共に、仮に運営者
や投稿者が日本国内にいる者であったとしてもＣＤ
Ｎ（中断システム）１を利用してオリジナルのサー
バを隠蔽したり防弾ホスティング２を利用して運営
者を隠蔽したりする等、運営者やオリジナルサー
バーを追跡困難にして証拠がつかめない場合がほと
んどである。そこで、リーチサイトを規制すること
で海賊版サイトへのアクセスを減少させることが著
作権侵害による被害を減少させるための現実的かつ
有効な対策とされている。

第３　リーチサイト規制を検討するうえで参
考となる裁判例

１　大阪地判平成31年１月17日（平成29年（わ）

第4356号）

まずは、リーチサイトの問題が世間的にクロー
ズアップされ、リーチサイト規制を検討するきっ
かけとなった刑事事件である大阪地判平成31年１
月17日（平成29年（わ）第4356号）を取り上げる。
⑴　事案の概要

この事案は、平成29年10月31日、日本最大級
のリーチサイトとされる「はるか夢の址」を通
じて漫画作品を権利者に無断で、共謀の上公開
していたとして、アップロード者およびサイト
運営者らが著作権法違反の疑いで逮捕され、著
作権法違反・不正指令電磁的記録作成等の罪で
起訴されたものである。なお、この「はるか夢

の址」は具体的には次のようなサイトであった。
はるか夢の址は、リンクを投稿するサイトで

ありリンクを投稿する者と、サイトという場を
設定・運営する者は別の人物が行っていた。こ
のサイト運営者は、リンク投稿者について13段
階の階級を設定し、ネットに初めて出回るよう
なニーズの高い最新雑誌や新刊コミックへのリ
ンクを掲載する「優良投稿」を行うとポイント
や勲章が付与され、階級が上がっていく仕組み
を作っていた。このように投稿者を競わせる仕
組みなどを巧みに使うことで、はるか夢の址に
は新作にたどりつけるリンクが多数掲載され、
最盛期には月間訪問者数が1200万人規模とも言
われるサイトになっていたのである。

⑵　判決の概要

本判決では罪となるべき事実が次のように認
定された。
「被告人３名は、・・・インターネットサイ

ト・・・を運営・管理していたものである
が、・・・15名と共謀の上、法定の除外事由が
なく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、・・・
平成28年３月２日から平成29年７月18日までの
間、48回にわたり、埼玉県草加市内・・・15
か所において、同所に設置されたパーソナル
コンピュータを使用してインターネットを介
し、・・・著作物である漫画・・・68点の各書
籍データを、インターネットに接続された自
動公衆送信装置であるサーバコンピュータの
記録媒体に記録・蔵置した上、平成28年３月２
日から平成29年７月18日までの間、48回にわた
り、・・・前記パーソナルコンピュータを使用
してインターネットを介し、前記各書籍データ
を記録・蔵置した場所を示すＵＲＬを、・・・
サーバコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置
し、インターネットを利用する不特定多数の者
に・・・著作物68点の各書籍データを自動公衆
送信可能な状態にし、もってそれぞれ前記著作
権者の著作権を侵害した。」

上記のとおり、本判決では、著作物をアップ
ロードする行為（行為①）とリンク掲載行為（行
為②）の両方が、罪となる行為と認定された。


